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１２６．６０  

 

手数料の補正に係る手続補正書の作成例  

 

 

手数料の補正に係る手続補正書の作成例（不足額が１，０００円の場合）  
（１）特許印紙により手数料を補正する場合の手続補正書の作成例     Ｐ１  
（２）現金納付により手数料を補正する場合に納付済証（特許庁提出用）を提出

する手続補正書の作成例                      Ｐ２  
（３）予納した見込額からの納付の申出を行うことにより手数料を補正する場合

の手続補正書の作成例                       Ｐ２  
（４）電子現金納付により手数料を補正する場合の手続補正書の作成例   Ｐ３  
（５）口座振替による納付の申出を行うことにより手数料を補正する場合の手続

補正書の作成例                          Ｐ３  
（６）指定立替納付者（クレジットカード会社）による納付を希望する旨を申し

出ることにより手数料を補正する場合の手続補正書の作成例      Ｐ３  

なお、手数料の補正のみを目的とする手続補正書は、電子化するための手数料

を求める書類の対象にはなりません。  
 

（１）特許印紙により手数料を補正する場合の手続補正書の作成例  
  

  （１５，０００円）  
 【書類名】        手続補正書  
        （略）  
 【手数料補正】  
   【補正対象書類名】  特許願  
   【納付金額】     １５０００  

 
 

特許印紙  
 
１ ０ ， ０ ０ ０ 円  
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（２）現金納付により手数料を補正する場合に納付済証（特許庁提出用）を提出

する手続補正書の作成例  
 【書類名】        手続補正書  
       （略）  
 【手数料補正】  
   【補正対象書類名】  特許願  
   【納付書番号】       １２３４５６７８９０１  
  【提出物件の目録】  
      【物件名】納付済証（特許庁提出用）    １  

 

 
別紙  
  

  
     納付済証（特許庁提出用）  

・  

・（略）  

・  

 

 

 

 

 

 
（３）予納した見込額からの納付の申出を行うことにより手数料を補正する場合

の手続補正書の作成例  
  【書類名】        手続補正書  

・  
・（略）  

    ・  
 【手数料補正】  
   【補正対象書類名】  特許願  
   【予納台帳番号】   １２３４５６  
   【納付金額】     １５０００  
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（４）電子現金納付により手数料を補正する場合の手続補正書の作成例  
   【書類名】        手続補正書  
       ・（略）  
   【手数料補正】  
      【補正対象書類名】   特許願  
      【納付番号】        １１１１－２２２２－３３３３－４４４４  

 

 
（５）口座振替による納付の申出を行うことにより手数料を補正する場合の手続

補正書の作成例（電子情報処理組織を使用して行うものに限る（特例法１５

条の２第１項））  
  【書類名】        手続補正書  

・  
・（略）  
・   

 【手数料補正】  
   【補正対象書類名】  特許願  
   【振替番号】     １２３４５６７８  
   【納付金額】     １５０００  

 

 
（６）指定立替納付者（クレジットカード会社）による納付を希望する旨を申し

出ることにより手数料を補正する場合の手続補正書の作成例（電子情報処理

組織を使用して行うものに限る（特例法１５条の３第１項））  
  【書類名】        手続補正書  

・  
・（略）  
・   

 【手数料補正】  
   【補正対象書類名】  特許願  
   【指定立替納付】  
   【納付金額】     １０００  

 

 
（改訂平成２３令和３・１１４）  

 


